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◎新潟県告示第740号 

建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第１項の規定により次のとおり許可を取り消した。 

令和５年６月16日 

新潟県知事  花 角  英 世  

１ 処分をした年月日 令和５年５月24日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  株式会社 笹川建設 

  小林 英樹 

３ 主たる営業所の所在地 

  糸魚川市大字中野口１－１ 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般特－４）第11493号 

５ 処分の内容  

建築工事業、大工工事業、左官工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鉄筋工事業、板金

工事業、ガラス工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、さく井工事業、建具工事業に係る特定

建設業の許可の取消し（一部廃業） 

６ 処分の原因となった事実 

令和５年４月12日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第５

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 令和５年６月８日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  株式会社 睦 

  高野 睦 

３ 主たる営業所の所在地 

  長岡市宮原１－２－48 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－３）第46309号 

５ 処分の内容  

土木工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業、水道施設工事業、解体工事業に

係る一般建設業の許可の取消し（一部廃業） 

６ 処分の原因となった事実 

令和５年５月18日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第５

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 令和５年６月８日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  有限会社 中村工務店 

  中村 茂 

３ 主たる営業所の所在地 

  三条市西本成寺２－11－51 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－30）第39325号 

５ 処分の内容  

建築工事業に係る一般建設業の許可の取消し（全部廃業） 

６ 処分の原因となった事実 

令和５年５月18日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第５

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 令和５年６月８日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 
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  北陸重機工業 株式会社 

  堀上 幸二 

３ 主たる営業所の所在地 

  新潟市東区山木戸７－３－69 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－４）第22567号 

５ 処分の内容  

機械器具設置工事業に係る一般建設業の許可の取消し（全部廃業） 

６ 処分の原因となった事実 

令和５年５月22日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第５

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 令和５年６月８日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  株式会社 北偉工業 

  北澤 昂也 

３ 主たる営業所の所在地 

  新潟市東区一日市180－９ 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般特－２）第42992号 

５ 処分の内容  

建築工事業に係る特定建設業の許可の取消し（一部廃業） 

６ 処分の原因となった事実 

令和５年５月23日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第５

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 令和５年６月８日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  有限会社 千野工務店 

  千野 浩一 

３ 主たる営業所の所在地 

  長岡市北荷頃５－１ 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－２）第16718号 

５ 処分の内容  

とび・土工工事業に係る一般建設業の許可の取消し（一部廃業） 

６ 処分の原因となった事実 

令和５年５月24日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第５

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 令和５年６月８日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  有限会社 マルイ建設 

  坂井 信二 

３ 主たる営業所の所在地 

  新潟市北区白新町４－12－24 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－４）第38763号 

５ 処分の内容  

塗装工事業に係る一般建設業の許可の取消し（一部廃業） 

６ 処分の原因となった事実 

令和５年５月24日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第５
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号に該当する。 

 

 


